
鎌倉市歴史的風致維持向上計画 

 

 
224 

第７章 歴史的風致形成建造物に関する事項 

１ 歴史的風致形成建造物の指定方針等 

 

(1) 歴史的風致形成建造物の指定方針 

鎌倉市には、社寺境内に所在する重要文化財等とともに、歴史的風致を形成するうえで

重要な要素となる歴史的建造物が市街地に点在している。このうち、重点区域内に所在し、

歴史的風致の維持向上のため保全の措置を講ずる必要があると認められる建造物を、歴史

まちづくり法の規定に基づく「歴史的風致形成建造物」として指定する。 

歴史的風致形成建造物を今後も良好な状態で保全していくためには、当該建造物の修復

や修景について、所有者や管理者等の理解と協力が欠かせないことから、その指定にあた

っては、所有者や管理者等と協議を行い、同意を得るものとする。 

なお、歴史的風致形成建造物の指定は、次の指定基準及び指定対象に基づくものとする。 

 

(2) 歴史的風致形成建造物の指定基準 

歴史的風致を維持向上する上で重要な建造物であるとともに、次のいずれかに該当する

建造物とする。 

① 意匠・形態・技術性が優れている建造物 

② 歴史性、希少性、地域的な固有性などの観点から価値の高い建造物 

③ 外観が景観形成上重要な建造物 

 

(3) 歴史的風致形成建造物の指定対象 

指定対象は、次のいずれかに該当する建造物とする。 

① 神奈川県文化財保護条例（昭和 30年条例第 13号）に基づく県指定文化財 

② 鎌倉市文化財保護条例（平成 17年条例第 13号）に基づく市指定文化財 

③ 文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）に基づく登録有形文化財 

④ 景観法（平成 16年法律第 110号）に基づく景観重要建造物 

⑤ 鎌倉市都市景観条例（平成 18年条例第 16号）に基づく鎌倉市景観重要建築物等 

⑥ その他、歴史的風致の維持向上に資すると認められる建造物で、市長が必要と認めた

もの 
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(4) 歴史的風致形成建造物候補一覧 

歴史的風致形成建造物の指定が想定される建造物は次のとおりである。 

 名称 写真 
所有者 

（管理者） 
所在地 備考 

1 
旧川喜多邸別邸 

（旧和辻邸） 

 
写真７‐１ 旧川喜多邸別邸（旧和辻邸） 

鎌倉市 
雪ノ下 

二丁目 

景観重要

建造物 

2 鎌倉国宝館 

 
写真７‐２ 鎌倉国宝館 

鎌倉市 
雪ノ下 

二丁目 

登録有形

文化財 

・ 
歴史的風致

形成建造物 

3 
鎌倉文学館 

（旧前田家別邸） 

 
写真７‐３ 鎌倉文学館（旧前田家別邸） 

鎌倉市 
長谷 

一丁目 

登録有形

文化財 

・ 

景観重要

建築物等 

・ 
歴史的風致

形成建造物 

4 

旧諸戸邸 

（旧鎌倉市長谷子

ども会館） 

 
写真７‐４ 旧諸戸邸（旧鎌倉市長谷子ども

会館） 

鎌倉市 
長谷 

一丁目 

登録有形

文化財 

・ 

景観重要

建築物等 
（蔵を除

く） 

5 旧華頂宮邸 

 
写真７‐５ 旧華頂宮邸 

鎌倉市 
浄明寺 

二丁目 

登録有形

文化財 

・ 

景観重要

建築物等 

・ 
歴史的風致

形成建造物 
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備考 

１ 景観重要建造物とは、景観法第 19条の規定により指定した、地域の良好な都市景観の形成に重要な役割をもつ 

建造物 

２ 登録有形文化財（建造物）とは、文化財保護法第 57条の規定により、国土の歴史的景観に寄与するもの等で、 

保存及び活用についての措置が必要とされる文化財建造物 

３ 景観重要建築物等とは、鎌倉市都市景観条例第 30条の規定により、指定した都市景観の形成に重要な役割を 

果たしていると認められる建築物・工作物 

４ 歴史的風致形成建造物とは、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第 12 条第１項の規定により 

指定した、重点区域における歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上のためにその保全 

を図る必要がある建造物 

  

6 御成小学校旧講堂 

 
写真７‐６ 御成小学校旧講堂 

鎌倉市 御成町 

登録有形

文化財 

・ 
歴史的風致

形成建造物 

7 旧鎌倉図書館 

 
写真７‐７ 旧鎌倉図書館 

鎌倉市 御成町  

8 扇湖山荘 

 
写真７‐８ 扇湖山荘 

鎌倉市 
鎌倉山 

一丁目 
 

9 吉屋信子記念館 

 
写真７‐９ 吉屋信子記念館 

鎌倉市 
長谷 

一丁目 

登録有形

文化財 
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図７‐１ 歴史的風致形成建造物候補物件位置図 
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２ 歴史的風致形成建造物の維持及び管理に関する方針等 

 

(1) 歴史的風致形成建造物の維持及び管理の基本方針 

歴史的風致形成建造物の保存のための維持管理にあたっては、指定対象となった個々の

文化財等の保護の指針に従うことを基本とし、周囲の景観への影響や建造物の特徴を充分

に配慮した適切な措置を講じる。また、保存のための修理や修景、防災上の措置などを行

う場合には、学識経験者などの専門家の意見を踏まえて実施する。 

歴史的風致の維持向上を図るため、公開活用についても積極的に推進し、パンフレット

やホームページなどで周知に努めるほか、イベント等を通じた普及啓発についても検討す

るものとする。 

 

ア 県指定文化財・市指定文化財である歴史的風致形成建造物 

建造物の外部及び内部とも現状維持を基本とし、県及び市の文化財保護条例に基づく現

状変更等の許可制度による保護を図る。これらの建造物を維持・保存するための修理につ

いては、各種調査に基づいて行われる建造物の外部及び内部を対象とした、修復・復原を

基本とする。 

 

イ 登録有形文化財である歴史的風致形成建造物 

建造物の外観を主対象とした維持・保存を基本とし、文化財保護法に基づき、適切な維

持管理を行うものとする。外観の変更を伴わない部分的な改修や建築当初の外観への復原

も認め、内部についても外観やそこで行われる歴史及び伝統を反映した活動への影響を及

ぼさない範囲で、活用のために必要な改造を認めるものとする。ただし、建造物の内部に

おいて歴史上価値の高いものについては、所有者や管理者等との協議の上、保存に努める

ものとする。 

 

ウ 景観重要建造物または鎌倉市景観重要建築物等である歴史的風致形成建造

物 

道路等公共の場所から望見できる範囲について景観上の調和を図るため、適切な維持管

理又は復原のための修理・修景を行う。それ以外の範囲については、歴史及び伝統を反映

した人々の活動の場としての活用を妨げない範囲で、外観の変更を伴わない部分的な改修

や建築当初の外観への復原も認めるものとする。 
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エ ア～ウ以外の歴史的風致形成建造物（法・条例による指定等を受けていない建

造物） 

建造物の修理は外観を主対象とした維持・保存を基本とする。外観の変更を伴わない部

分的な改修や建築当初の外観への復原も認め、内部についても外観やそこで行われる歴史

及び伝統を反映した人々の活動の場としての活用を妨げない範囲で、活用のために必要な

改造を認めるものとする。 

 

(2) 各種の手続等 

「歴史まちづくり法」第 15 条第１項第１号及び同法施行令第３条第１号に基づく届出

が不要な行為については以下の場合とする。 

① 神奈川県文化財保護条例第４条第１項の規定に基づく神奈川県指定重要文化財につい

て、同条例第 14条第１項の規定に基づく現状変更等の許可の申請及び同条例第 15条第

１項の規定に基づく修理の届出を行った場合 

② 鎌倉市文化財保護条例第 11条第１項の規定に基づく市指定有形文化財について、同条

例第 21条第１項の規定に基づく現状変更等の許可の申請及び同条例第 22条第１項の規

定に基づく修理の届出を行った場合 

③ 文化財保護法第 57 条第１項の規定に基づく登録有形文化財について、同法第 64 条第

１項の規定に基づく現状変更の届出を行った場合 

④ 景観法第 19 条第１項の規定に基づく景観重要建造物で、同法第 22 条第１項の規定に

基づく現状変更の許可の申請を行った場合 

⑤ 鎌倉市都市景観条例第 30条第１項の規定に基づく鎌倉市景観重要建築物等で、同条例

第 31条第１項の規定に基づく行為の届出を行った場合 

 


